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旭日単光章の栄誉に新田榮智氏 

旭日単光章 

新田榮智氏（川ノ内下） 

　新田氏は、昭和56年に真室川町議員に当選して以来、平成９年まで

連続４期16年にわたり在職されました。 

　昭和60年から総務厚生常任委員会副委員長として、平成元年からは

総務厚生常任委員長として、町が抱える諸問題の解決を議会として取

り上げ、町の教育、文化、福祉の向上に多大な貢献をされたほか、町

民の永遠の平和と繁栄を願い、昭和61年の町平和都市宣言採択に尽力

されました。 

　今回の受賞は、新田氏の地方自治の発展に尽力された功績が高く評

価されたものです。 

～平成26年度「やまがたふるさと食品コンクール」～ 

　やまがた食産業クラスター協議会が主催するやまがたふるさと食品コンクールで真室川ブ

ランド認定品の「梅なめこ酢」と「勘次郎胡瓜のジュレ」がそれぞれ入賞しました。 

　いずれも、素材の特長を生かした上で美味しく仕上げられていること、面白い発想とパッ

ケージデザインなどが評価されました。 

くわしい商品情報は… 

●優秀賞…「梅なめこ酢」 
　㈱ヒマワリ企画 
　(代表取締役  　橋秀則氏　 0233－62－4425)

●おいしい山形賞…「勘次郎胡瓜のジュレ」 
　㈱おかしの平和堂 
　(代表取締役  阿部陽一氏　 0233－62－2762)
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ウェブで　　　　　　　　　　　　　　と検索してみてください。 検索 真室川ブランド認定品 

全国育樹祭・各種緑化関係コンクール受賞 
　10月12日（日）に開催された「第38回全国育樹祭（会場：金山 

町）」の式典で、緑化関係コンクール等の表彰を町内から３個人２ 

団体が受賞し、個人部門の最高賞である農林水産大臣賞に輝いた 

橋本健一氏が代表して表彰を受けました。おめでとうございます。 

農林水産大臣賞受賞者 

橋本健一 氏 

●全国育樹活動コンクール農林水産大臣賞 

　橋本健一 氏（下村） 

●全国育樹祭山形県緑化等功労者（県知事表彰） 

　・個人の部…庄司和敏 氏（大滝）、佐藤亮一 氏（塩根川） 

　・団体の部…甑山探究会（会長：　橋幸生 氏・鏡沢） 

　　　　　　　ふるさと山の会（会長：小松正弘 氏・新栄町） 

受章された皆様 
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●９月のごみの排出量は 

1人1日 758.1gです。 
先月より44.6g減。 

前年同月より42.8g増。 

●お問い合わせ先…最上広域市町村圏事務組合  業務課 　 0233－22－2674

●お問い合わせ先…町民課住民担当 　 62－2111

●お問い合わせ先…町民課住民担当 　 62－2111（内線233） 

　可燃ごみ焼却施設「エコプラザもがみ」では、11月上旬～

12月中旬まで炉の定期修繕に入ります。そのため焼却炉２炉

のうち１炉のみの稼働となり、１日の処理量が減少すること

から、年々増加傾向にあるごみの減量化及び分別へのご協力

をお願いします。 

「エコプラザもがみ」からのお知らせ 

●人権擁護委員　栗田伸一氏（釜渕１） 

　10月1日付で法務大臣より委嘱されました。家庭や職場での嫌がらせや 

暴力など、身近な人権問題について相談にのります。任期は平成29年９月 

30日までの３年間です。 

●病気やケガ等で障害が残ったときなどに・・・ 

　年金には高齢者が受け取る老齢年金の他に、障害年金や遺族年金があります。今回は、障害 

年金についてご紹介します。 

次のすべての条件を満たしている方が受給できます。 
　①初診日（障がいの原因となった病気やケガ等で初めて医師の診療を受けた日）において、 
　　国民年金に加入している人や、加入していた60歳以上65歳未満の人。または20歳前に初診 
　　日がある人。 
　②障害認定日（初診日から１年６か月を経過した日、または症状が固定したと医師が認めた 
　　日）に障がいの程度が１級・２級のいずれかに該当していること。 
 
　③初診日の前日において、保険料を納付した期間（免除期間を含む）が国民年金加入期間の 
　　３分の２以上あること。 

年金を受けるための要件 

障害基礎年金の年金額 

※「身体障害者手帳」の等級とは異なります。 

※保険料納付要件の特例（平成28年３月31日まで） 
　平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日が属する月の前々月までの、直近の１年間に保 
　険料の未納期間がなければ要件を満たします。 

※扶養している子がいる場合は、上記の年額にそれぞれ次の金額が加算されます。 
　　１人目・２人目……各222，400円　　　３人目以降……各74，100円 
※申請手続きには医師の診断書等が必要になりますので、まずは住民担当窓口にお越しください。 

※国民年金法の改正により変わる場合があります。 

障がいの程度 

１　級 

２　級 

年　　額 

９６６，０００円 

７７２，８００円 

月　　額 

８０，５００円 

６４，４００円 
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